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　５月２２日、大手門パルズにて「第４７回定時総会」を開催しました。
　門脇副理事長が冒頭の司会進行を務め、議長には正会員の中から全
労済山形県本部の小林毅昭氏を選任。その後、大泉理事長が「昨年、事
業推進委員会を設置し、今後の財政基盤の確立、会員拡大、今後の事
業展開などを議論いただき『報告』としてまとめていただいた。労福
協はこの報告を尊重して、労福協運動の前進を図っていきたいと考え
ています。運動の前進を図るためには会員組織の強化発展が不可欠であ
り、とりわけ労働組合の強化、その中でも若い人達への運動の理解・参
画、そして人材育成に時間とコストを集中的に投入する時期にあり、尚
一層のご支援ご協力をお願いいたします」と挨拶しました。
　議事では「2013年度事業報告」、「2013年度会計決算報告」についてそ
れぞれ提起し承認されました。また、今回は理事・監事の改選期であり、
新任者３名を含む15名（理事13名、監事2名）が選任されました。【新役
員名簿をＰ２に掲載】。
　議案審議終了後、退任する髙橋専務理事が「就任当時は中央４団体の合意確認事項があり『全国的にライフサ
ポート事業をすすめていこう』という状況の中、前任者からバトンを引き継ぎました。就任から８年間、大先輩
の皆様、地域の皆様、今日お集まりの皆様から大変お世話になりました。引き続き労福協全体に対するご支援を

お願いいたします」と挨拶。新たに選任された鈴木専務理事が「基
本である労働組合と労働者福祉事業団体との連携強化による自主
福祉運動の更なる強化、さらにセーフティーネットの外側にいる
人達にどうウィングを広げていくのかというあたりが大きな使命
なのかと思っています。地区の皆様、役員の皆様からのご指導を
いただきながら精一杯務めてまいりたいと思います」と就任挨拶
を行い、総会は成功裏に閉会しました。

県労福協第４７回定時総会を開催

　　左：代表挨拶する大泉理事長
　　右：議長を務めた全労済小林毅昭氏　

　　　左：退任挨拶する髙橋朗 前専務
　　　右：就任挨拶する鈴木正弘 専務　

（ 総会会場の様子 ）

１．勤労者の総合生活支援
　⑴　「各種相談活動」の展開
　⑵　「就労支援事業」の展開
　⑶　「くらしの講座・セミナー」の開催
２．労働者福祉の政策実現と調査研究
　⑴　「労働者の生活・福祉拡充」の要請と提言
　⑵　県内勤労者の各種調査と研究事業
　⑶　全国的な政策・制度の課題の改善
３．労働者の教育、文化、交流事業
　⑴　「寄付講座」の支援
　⑵　勤労者体育祭の実施
　⑶　ふれ愛チャリティーゴルフ大会の支援

　⑷　労働教育支援事業
　⑸　勤労者教育・文化事業の開催、ボランティア推進事業
４．自主福祉活動の支援
　⑴　地区労福協の活動推進
　⑵　地区労福協の交流
５．労働者福祉事業団体（協同組合）などとの連携強化
　⑴　福祉事業団体における共通課題の交流
　⑵　事業団体における個別課題の交流
　⑶　利用促進活動
　⑷　他団体との提携による勤労者福祉活動の強化
６．広報活動と情報の共有化
７．行政機関からの委託事業
　⑴　「生活あんしんネットやまがた事業」
　⑵　「総合的就業・生活支援事業」

２０１４ 年 度 事 業 計 画



山形大学で「協同組合」の理念や歴史を講義

　山形大学人文学部と連合山形が協定締結し実施している「連合山形寄付講座」。2013年度は２年目の取り組みで、
「労働と生活」をテーマに全15回の講義を実施。労福協は主に「生活」をテーマとした全３回の講義を担当しまし
た。受講者数は１年目を大きく上回る約８０名が参加。協同組合を取り巻く環境や社会状況、今日まで果たしてきた
役割や歴史、これから果たすべき役割などの基礎知識の習得、さらに今後学生が実社会で「社会人」として自ら考
える能力を養うことに寄与できたものと思います。
　なお、講義内容をまとめた「講義要録」を連合山形ホームページに掲載してありますのでご覧ください。

テーマ 講義担当者
（ゲストスピーカー）

協同組合の意義、現状と課題 東北労金県本部
　本部長　門脇　玄

共済活動、たすけあいの
� 現状と課題

全労済県本部
　本部長　三澤　裕
山形県労福協
　専務理事　髙橋　朗

生協活動、農業協同組合の
� 現状と課題

山形県生協連
　専務理事　大友廣和
ＪＡ山形中央会
　教育部長　後藤新一 （ 講義する門脇労金県本部長 ）
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役　　職 氏　　　名 所属・所属先役職 備考
理 事 長 大 泉 敏 男 連合山形　会長
副 理 事 長 門 脇 　 玄 東北労金県本部　本部長

〃 三 澤 　 裕 全労済県本部　本部長
〃 武 田 　 豊 県住宅生協　専務理事

専 務 理 事 鈴 木 正 弘 連合山形　福祉対策部長 新任
理 　 事 森 　 俊 幸 連合山形　事務局長

〃 高 橋 和 美 連合山形　総務部長
〃 佐 藤 久 志 東北労金県本部　副本部長
〃 佐 藤 昇 治 全労済県本部　専務執行役員
〃 大 友 廣 和 県生協連　専務理事
〃 舘 内 　 悟 (一社)勤労者福祉センター　理事
〃 山 口 　 清 (公財)教育基金協会　事務局長
〃 梅 津 庸 成 (一社)経済社会研究所　専務理事 新任

監 　 事 柏 木 　 実 連合山形　組織対策部長
〃 金 田 宏 冶 東北労金県本部　調査役 新任

在任時の役職 氏　名
在任期間

専務理事 髙橋　　朗

2006年5月 ～ 2014年5月

理　事 飯澤　　稔

2009年10月 ～ 2014年5月

理　事 藤橋　繁夫

2011年3月 ～ 2014年5月

監　事 武田　正徳

2010年3月 ～ 2014年5月

退任された役員の皆さま
大変お世話になりました！

＊　新 役 員 名 簿　＊

連合山形寄付講座

　お知らせ
労働者自主福祉シンポジウム

～労働福祉運動を共に担うために～
　労働金庫や全労済などの協同組合の、歴史・理念に
ついて一緒に学びましょう
　日時　７月２６日（土）
　　　　１３：００～１５：４０
　場所　山形市総合福祉センター　２F「交流ホール」
　　　　

　　主催 東北労働金庫労働組合山形県支部
　　　　 全労済労働組合北日本総支部山形支部
　　　 　一般社団法人山形県労働者福祉協議会

内容　１．基調講演
　　　　　講師　高橋　均（中央労福協 アドバイザー）
　　　　　演題　「労働者自主福祉運動の
� 理念と課題」（仮称）
　　　２．シンポジウム
　　　　　「労働福祉運動を共に担うために」
　　　　　パネラー　山形県労福協� 理事長 大泉敏男氏
　　　　　パネラー　東北労働金庫山形県本部� 本部長 門脇　玄氏
　　　　　パネラー　全労済山形県本部� 本部長 三澤　裕氏
　　　　　アドバイザー　中央労福協アドバイザー� 高橋　均氏



県内の高校で労働関係制度の出前講座を実施

　労福協では主に高校３年生を対象に労働関係制度の説明会を実施しています。昨年10月末までは県委託事業とし
て取り組み、11月以降は地区労福協の協力を得ながら引き続き事業をすすめてきました。説明会の開催時期は自由
登校時期や卒業間近の２月に集中。2013年度の説明会実施は累計11校、受講生徒数約1,400名でした。
　学生の多くは、アルバイト経験も無ければ、労働関係制度に
ついて学習する機会も少ないと聞きます。労働者を保護する法
律が存在することや、その基礎的な内容の説明、また挨拶や身
だしなみなど「社会人としての心構え」なども説明しました。
　質疑応答では学生や先生から「残業手当（割増賃金）につい
てもっと詳しく教えてほしい」「県内にもブラック企業はある
のか」「正社員とアルバイトの違いはなにか」などの質問も出
されました。
　今年度は（公財）山形県勤労者育成教育基金協会と連携し、
引き続き同事業を取り組んでまいります。

　　　（山形工業高校にて説明会をする
　　　　鈴木徳夫山形地区労福協事務局次長） 

生活あんしんネットやまがた
　暮らしの安心をサポートしようとスタートした
「生活あんしんネットやまがた～なんでも相談」事
業も今年で５年目を迎えました。年々相談件数も多
く、内容も複雑になってきています。
　内容によっては専門家や顧問弁護士とも連携を取
りながら解決の糸口を一緒に考えています。２０１３年
度の相談件数は４８６件（前年比３２件増）で５年間で
最も多い件数となりました。
　なお、相談内容別では「法律相談」「家庭問題」「ク
レサラ・多重債務」「心の悩み」が多くなっています。

山形県求職者総合支援センター
　山形県の委託を受け、求職者や生活困窮者からの
住まいや生活に関する相談を山形テルサ１階ハロー
ワークプラザ内で対応しています。
　昨年度はトータル・ジョブサポートも開設した関
係で相談件数が増え、2013年度の相談件数は579件
（前年度比114件増）でした。

なんでも
お気軽に

ご相談ください。

あなたと
一緒に
考えます

トータル・ジョブサポート
今年７月から新庄と米沢でもスタート！
　山形県と山形労働局が一体となって求職者の生活
や就労を支援する相談窓口「トータル・ジョブサポー
ト」は、昨年７月に山形市（ハローワークプラザ山形）
に、同年12月に酒田市（酒田産業会館１階）に開設
しています。求職者総合支援センターを含む関係機
関が共同でチーム支援をしています。
　今年７月１日からは、新たに新庄市（ハローワー
ク新庄）と、米沢市（ハローワークプラザ米沢）で
も開設される予定です。
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生活なんでも相談 Q&A

６０代・男性　20年放置した相続手続について
　私は３人兄弟の真ん中（下記の家系図参照）。
20年前に父が、その翌年に母が亡くなった。遺

産は実家の土地と建物だけだが、いずれの時も相続手続
きはせずに現在に至っているので、未だに父名義である。
　数年前に実家に暮らす兄が病死。兄の遺産相続（預貯
金）については、兄家族で分割協議が済んでいると思う。
　実家の名義について、いつまでも父名義のまま放置は
出来ないと考えており、実際に実家で生活している兄の
子供に変更したい。その事について親族間で異議を唱え
る者はいない。
　20年前に遡っての父の相続
について手続きすることは可
能でしょうか。その場合、母
と兄が他界していますが、ど
のように手続きをとれば良い
でしょうか。

　兄の子に父名義の土地、建物の相続登記をす
ることができます。ただし20年前に遡ってでは
なく現在の時点で相続することになります。

　20年前に父が死亡したと
きの法定相続人は母、兄、本
人、弟の４名で、遺産である土地と建物の相続割合は、
母２分の１、兄、本人、弟は各６分の１です。
　父死亡の翌年に母が死亡し、母の持分（土地と建物の
２分の１）について相続が開始し、兄、本人、弟が各６
分の１の割合で相続したことになり、土地と建物を３人
で３分の１ずつ所有していたことになります。
　今般、兄が死亡したことにより兄の持分（土地と建物
の３分の１）について相続が開始し、兄の妻が６分の１、
その子が６分の１の共有持分を相続取得したことになり
ます。
　現在、父名義の土地と建物の共有者は本人、弟が各３
分の１、兄の妻とその子が各６分の１の持分を共有して
いることになります。
　そこで上記の４名で兄の子が土地と建物の所有者とな
り、その余の人が共有持分を放棄する内容の遺産分割協
議書を作り、戸籍、印鑑証明書等の関係書類を揃え登記
申請すればよいことになります。

Q.

A.

〈回答：設楽作巳弁護士〉

No.1３

４０代・男性　　知人への貸金
　２年前、ある知人女性から「生活費の支払で
苦労している、お金を貸してほしい」と頼まれ、

現金20万円を貸しました。その後も何度か頼まれ、その
度に幾らかずつ貸しました。
　合計50万円を貸した時（今から1年半前）に、簡単な
借用書を作成し、お互いに署名しました。返済方法につ
いては、口頭で「返せるときに少しずつ返す」と約束し
ていますが、知人はこれまで「まだ生活が苦しく返す余
裕がない」と言い、一度も返済がされていません。
　先月、知人の携帯電話が解約され、今は連絡が取れな
い状況です。
　これでは詐欺にあったようなものですが、解決策はな
いでしょうか。

　本件の貸付関係が刑法の詐欺に該当すると断
ずることは難しいと思います。もっとも知人の
女性が初めから返済の意思がなく、その資力も

ないのにあたかも借受金を確実に返済するかのように装
い、あなたをそう信じ込ませて20万円とその後の借受金
を受け取ったような場合は詐欺罪にあたるでしょう。
　しかし彼女にはそのような気持ちはなく、返済するつ
もりで借りたが何らかの事情が生じて事故に遭うとか、
勤め先を解雇されて収入が無くなったとかの理由で返済
できないでいるということであれば、詐欺とはならない
ということになります。
　警察はこのような件について民事不介入との理由で取
り上げないでしょう。
　借用書があり彼女の署名があれば、貸金請求の訴えを
出せば支払えという判決は出るでしょうが、彼女に返済
の資力がなければ空手形の判決ということになります。
「ない袖は振れない」という例え話のとおりです。
　結論は、彼女ともう少し話合い、毎月千円ずつでも返
済する約束をさせ、その旨の文書をとっておく位しかな
いようです。貸金がそれ程多くなくてよかったかもしれ
ません。

Q.

A.
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生ビールパーティー

（一社）山形県勤労者福祉センター
　山形市木の実町12－37　TEL 023－624－8600

サマープラン
貸し切り

（お1人様）

ご予算に応じ承ります。

お料理＋生ビール
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